


ご　あ　い　さ　つ
　

　広島県では，昭和５４年からがんが死亡原因の第一位となっており，高齢化が

進展していく中で，がん罹患者は更に増加していくものと予想されています。

　このような状況の中，がんの罹患数等の状況を正確に把握することは，総合

的ながん対策を効果的に推進するために不可欠であり，本県では平成１４年１０月

から「広島県地域がん登録事業」を実施し，がんの罹患状況の把握に努めて参

りました。

　また，平成２０年３月に策定した「広島県がん対策推進計画」においては，

「がん登録の推進」を重点課題の一つとしており，がん対策の評価指標となる

がん登録に関する普及啓発に努めるとともに，精度の高いがん登録システムの

構築を推進することとしています。

　この「広島県のがん登録」は，社団法人広島県医師会と財団法人放射線影響

研究所の御協力により，平成１７年における「広島県腫瘍登録事業」と「広島県

地域がん登録事業」の登録データを，解析，評価し，報告書としてとりまとめ

たものです。

　本書が関係各方面の皆様に幅広く活用され，がん対策の推進に役立てていた

だければ幸いです。

　終わりに，本県のがん登録は年々届出件数が増加し，精度も著しく向上して

おります。ひとえに，本事業にご協力をいただいております登録協力医療機関

を始め，社団法人広島県医師会と財団法人放射線影響研究所のご尽力の結果で

あり，深く感謝を申し上げますとともに，今後とも一層のご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。

　　平成 ２１ 年３月

　　

広島県健康福祉局長　迫井　正深　





「広島県のがん登録（平成１７年集計）」に寄せて

　本会では平成１４年（２００２）から、広島県より委託を受けて「地域がん登録」

を実施しきました。平成１９年３月に、初回の「広島県のがん登録」（広島県地

域がん登録事業実施報告書）報告書（平成１４年・１５年集計）を発刊しました。

　今年度、第３号（平成１７年集計）を発刊することができ、関係者の皆様方に

深く感謝申し上げます。

　さて、平成１７年の集計結果では、死亡票で初めてがんが確認できた症例の割

合であるDCN（death certificate notification）は１９．４％となりました。平成１６

年集計では２８．２％でしたので、格段に登録精度が向上しております。

　これにより、平成２０年３月に策定された「広島県がん対策推進計画」に登録

精度指標の目標として掲げられておりましたDCNを２０％以下にする目標を達

成することができました。

　また、診断精度指標として、組織診の結果のあるがんの割合HV

（histologically verified cases）は８７．３％、組織診だけでなく細胞診も含め顕微

鏡的に確かめられたがんの割合MV（microscopically verified cases）は９４．９％

と、非常に高水準であり全国に誇れる「がん登録」であります。

　これは、広島県医師会が昭和４８年より続けてきた広島県腫瘍登録事業のデー

タが有効に活用され、広島県独自の「広島県地域がん登録システム事業」とし

て、登録・診断精度の向上を果たせた結果であり、大変嬉しく思っております。

　さらに、今年度は初めて、DCNについて死亡診断をした医療機関に届出票

の提出を依頼する調査、いわゆる「遡り調査」を実施したところ、対象の施設

からの調査票をすべて回収することが出来ました。登録にご協力いただいた皆

様方をはじめ、多くの関係者からのご協力の賜と厚くお礼申し上げます。

　広島県医師会では、今後ともがん登録事業のより一層の推進とともに、啓発

活動を行い、県民の健康増進に努力していく所存であります。関係者の皆様方

のご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　　平成 ２１年３月

　　　広島県医師会長　碓井　静照　





「広島県のがん登録（平成１７年集計）」に寄せて

　本年度の平成１７年集計では、死亡票ではじめて登録されたがんの割合を示す

DCN（death certificate notification）が１９．４％となりました。広島県がん対策推

進計画に掲げられた、平成２０（２００８）年度から２４（２０１２）年度の５年間にDCN

を２０％以下とするという目標を、早くも初年度で達成したことになります。さ

らに、本年度はじめて実施した遡り調査では、調査を依頼した３０施設以上の医

療機関から全件の調査票のご返送をいただいたと伺っております。この遡り調

査の結果、死亡票のみで登録されたがんの割合を示すDCO（death certificate 

only）は１０．０％となりました。広島県医師会をはじめとする県内医療機関各位

のご理解とご協力に深く感謝するとともに、広島県医師会と当研究所に常駐し

て遡り調査の作業に従事された、広島大学がんプロフェッショナル養成プラン

職員のご尽力にも厚くお礼申し上げたいと思います。

　ご承知の通り広島県内では、医療機関での出張採録を中心とする広島市地域

がん登録事業が、前身の広島市医師会腫瘍統計事業が開始された昭和３２

（１９５７）年から通算すると、５０年以上にわたって実施されています。広島市の

地域がん登録のデータは、世界保健機関（WHO）と国際がん登録学会（IACR）

が５年に１回発行している「５大陸のがん罹患」にも掲載され高い評価を得て

おります。この精度の高さも、昭和４８（１９７３）年に広島県医師会において開始

され平成１７（２００５）年に広島県地域がん登録事業と一体化した広島県腫瘍登録

事業の資料で補完されることで初めて達成されるものです。このように、広島

県内において異なる主体により実施されてきたがん登録事業は、個別の特長を

生かしつつ、資料の相互利用によって、より精度の高い地域がん登録へと発展

しつつあります。広島県地域がん登録事業を通して、当研究所も広島県におけ

るがん対策の推進に微力ながら貢献できればと考えています。

　今後とも皆様のご協力、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

　　平成 ２１年３月

　　　放射線影響研究所理事長　大久保　利晃　
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Ⅰ　“三本の矢”による高精度がん登録
　旧浅野藩の史跡が残る広島において、長い歴史をもつ腫瘍登録（病理登録と略）の基盤の上で、
新たな高精度がん登録という大輪の華が咲こうとしております。
　広島県は５年以内にがん死亡者を１０％減少させるとした「広島県がん対策推進計画」を平成２０
年３月に発表しました。その内容は　１．がん検診受診率の向上、２．がん医療提供体制の充
実、３．初期段階からの緩和ケアの推進、４．がん患者への情報提供と相談支援、５．がん登録
の推進　の５本柱が中心となっております。そして、がん登録事業の５年以内の達成目標は、
１．DCN（がん死亡票で初めて登録された者の割合）が２０％以内に、２．院内がん登録の実施医
療機関１３施設を２４施設まで増す、３．５年生存率を算定するとしております。これらの目的達成
のために以下の項目を実行目標として努力してきました。
１．院内がん登録の充実：平成１７年には、広島県内の「がん診療連携拠点病院」１０施設の院内
登録はもとより、本報告書５８～５９頁に表示されておりますように９３の医療施設から地域が
ん登録（臨床登録）ないしは病理登録の届出をいただきました。また、がん登録実務者お
よび初回実務担当者に対し年２回の研修会を開催し、登録事務の均一化と習熟に努めてま
いりました。登録実務者が判断に迷うケースに出会った場合、専用アドレスask-gan@ 
gaku.hiroshima.med.or.jpに質問すれば担当者から速やかに回答が得られ、またその内容と
解説を研修会時に紹介して、県内登録実務者が常に共通の知識をもつようにしました。こ
れも精度向上に役立っていると考えられます。

２．がん登録精度の向上：県民に５年生存率など正確ながん情報を提供するには精度の高いが
ん登録内容が求められます。広島県がん登録票には病期記載の中に病理診断による「壁深
達度」という、標準登録にない独自の項目を設けており、初回診断の進行度別５年生存率
などがより詳しく推定できるようにしております。一方、今年度集計から遡り調査を実施
しました。平成１７年の死亡情報のみで「がん」と診断されていた約半数の２，２５２件につい
て３６施設を対象に遡り調査を行ったところ１００％の遡り調査結果を得ました。これも精度
向上に役立ったと考えられます。このような取り組みの結果、本年度報告書（平成１７年集
計）において、図２―１、表８にありますように、DCNが１９．４％、DCOが１０％、MV（細
胞診を含む顕微鏡的に確認された症例比率）が９４．９％となりました。昨年度報告（平成１６
年集計）のDCNは２８．２％でしたので、登録の完全性の精度が格段に向上したといえます。
MVの９４．９％も驚異的です。

　　　なぜ、登録精度が急速に向上したかを考えてみますと、平成１７年の臨床登録数が１１，１４１
件とこれまでの最高になり、死亡者数７，５００余に対して臨床登録数が一段と増加し、平成１４
年来の総届出数が２１，０００余と大きくなったことが、その主な理由と考えられます。では、
なぜ、地域がん登録事業がスムーズに確立したかについて考えてみますと、広島県医師会
を中心とした広島県地域保健対策協議会（広島県地対協）の存在が大きく浮かび上がって
きます。この組織は広島県医師会・広島大学・行政（県・市）の“３本の矢”が一体と
なって、出生前から老人までの健康に関する全ての事業を３者協力のもとに実施しており
ます。がん登録事業はこの延長線上に敷かれており、このような背景で登録事業展開がで
きたものと考えます。もう一つの理由は、前身の原爆傷害調査委員会・国立予防衛生研究
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所から数えると６０年以上の歴史をもち、他に類を見ない実力を備える放射線影響研究所
（放影研）が、がん登録の解析を担当していることです。広島県地対協組織と放影研、こ
の４つの組織がしっかりとスクラムを組んだ結果として、精度の高い地域がん登録が確立
されつつあると考えます。

３．県民に役立つ情報：広島県はがん対策推進のモデルとして「乳がん」を取り上げ、“乳が
ん対策日本一”をモットーとして積極的に活動しております。乳がんを診療する医療機関
を、検診実施施設群、精密検査施設群、周術期治療群、フォローアップ施設群の４つのカ
テゴリーに分け、それぞれの施設に適した部分を担当し、多くの医療施設が連携をとりな
がら切れ目のない治療を目指した「広島県乳がん医療ネットワーク」が完成しました。こ
のようながん対策の結果として、精度の高い広島県地域がん登録に下支えされた５年生存
率などの情報が各病院に還元されるように計画されております。ちなみに、本年度は地域
がん登録登録票を提出された各医療機関に対して、生死の情報を含む登録症例リストが還
元されます。いずれは県民に見える形の情報になって行くと思われます。

　広島県のがん登録システムの概略を示したのが図１で、腫瘍登録（病理登録）と地域がん登録
（臨床登録）が合体した形で登録が進められているのが特長です。

　広島県地域がん登録担当者は“３本の矢”によって形作られた登録システムとその実績を尊重
し、現状をより良く反映した精度の高い広島独自のがん登録事業を展開し、その結果を県民に発
信してゆく所存です。広島県内医療機関のさらなるご協力ならびに県民のご理解ご協力をお願い
致します。
　　　　平成２１年３月

広島県がん対策推進協議会　　　　　　　　
がん登録運営部会長　鎌田　七男　

 

図１　広島県のがん登録システムの推進
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Ⅱ　広島県地域がん登録の概要
１　目　　的
　広島県地域がん登録とは、広島県民に発生したがんの診断から治癒、または死亡にいたるまで
の情報を多方面から収集し、個々の患者ごと、さらに個々のがんごとに集約する仕組みのことで
ある。これらの情報を使用して、がん予防の推進、がん医療の向上を図り、県民の健康に役立て
ることを目的としている。

２　方　　法
（１）登録作業

　医療機関から提出された届出票の情報について、WHO（世界保健機関：World Health 
Organization）発行の国際疾病分類―腫瘍学第三版（International Classification of Disease for 
Oncology, ３rd revision: ICD-O-３）により記号化・入力作業を行った。なおICD-Oとは、国際疾病
分類（International Classification of Disease: ICD）を基にして、腫瘍の局在分類に組織型を示す
ための補助分類として作成されたものである。現在用いられている第三版は２０００年に刊行された
ものであり、第二版より腫瘍の局在と形態の両方に対しての分類とコード化が体系づけられるよ
うになっている。

（２）集約作業

　第３次対がん総合戦略研究事業「がん罹患・死亡動向の実態把握の研究」班（祖父江班）が提
供する標準データベースシステム（DBS）に基づいて集約作業を行った（図２－１）。
　平成１７年のがん罹患統計では、以下の資料のうちICD-O-３ において性状コードが２（上皮内が
ん）または３（悪性）のものを集約対象とした。
・広島県地域がん登録届出票（診断年月日が平成１７年以前のもの）
・広島県腫瘍登録用病理診断報告書写（標本採取年月日が平成１７年以前のもの）
・人口動態調査死亡小票（死亡年月日が平成１７年以前のもの）
・遡り調査票（死亡年月日が平成１７年のもの）
広島県地域がん登録届出票および広島県腫瘍登録用病理診断報告書写の件数は表２－１の通りで
あった。これらの資料について、平成１７年は広島県では独自の届出票で情報を収集していたの
で、祖父江班が提唱する地域がん登録の標準登録票項目へ変換し、集約、集計を行った（巻末参
考資料４）。
 表２－１ 広島県地域がん登録届出票および広島

県腫瘍登録診断報告書写における件数
（平成１７年）

17
*

* 17 DBS  
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（３）広島県腫瘍登録事業について

　広島県腫瘍登録事業では、各医療機関から病理診断報告書写と悪性のものについてはそれを代
表する組織プレパラートが提出される。病理診断報告書写に基づいて、広島県腫瘍登録実務委員
会のメンバーである病理専門医がICD-O-３ により、腫瘍の部位と組織診断をコード化する。さら
に、リンパ節転移・臓器転移の有無、転移腫瘍であればその原発巣、標本の採取方法（手術ある
いは生検）の情報についてもコード化を行う。コード化する際には、必要に応じて病理専門医が
プレパラートを鏡検して組織診断を確認している。
　これらの情報はデータベース化され、委託先である放射線影響研究所で管理されている。毎月
の登録数は施設ごとに広島県医師会速報に掲載されるとともに、各年度末には腫瘍についての統
計的資料（報告書）が作成されている。

（４）集計作業

　標準DBSに基づいて、がん罹患数の集計表を作成した。平成１７年の人口については、国立がん
センターがん対策情報センターが作成した都道府県別人口データを用いた。この人口データは、
１９７５年～２００５年の５年毎の国勢調査人口（総人口）を用いて、都道府県別、性別、同一年齢階級
において直線で内挿して求めたものである。がん死亡のデータは、目的外利用の承認を得て広島
県で入手している資料を用いた。

（５）用語の説明

１）国際疾病分類第１０版（ICD-１０）
　ICD-１０とはWHO発行の国際疾病分類（「疾病および関連保健問題の国際統計分類第１０回修正」、
日本名「疾病、傷害及び死因統計分類」）のことであり、本報告書中の部位名は、ICD-１０の分類
で示したものである。

２）がん死亡数
　がんが原死因であるものの数を示す。原死因とは、人口動態死亡票における死因欄の記述から
一定の規則に基づいて選択された死亡の原因のことである。厚生労働省において死因欄の複数の
記述をコード化し、その中から一定の規則で原死因を選択している。

３）年齢調整罹患率
　異なる地域あるいは時期の２つの集団について、がんの罹患率（あるいは死亡率）を比較する
場合、２つの集団の人口構成が異なると単純に粗罹患率（あるいは粗死亡率）で比較することが
できない。そのため、観察集団の人口構成が基準集団の人口構成と等しいと仮定して、観察集団
の年齢階級別罹患率を基準集団にあてはめて全年齢での罹患率、すなわち年齢調整罹患率を計算
する。
　世界人口は「瀬木-Dollの世界人口」と呼ばれるもので、WHOにおいて各国の統計値を国際比
較するために作成された仮想の人口集団である。また昭和６０年モデル人口は、わが国の昭和６０年
の国勢調査人口をベビーブームなどの極端な増減を補正し、四捨五入によって千人単位として作
成した仮想の人口集団である。
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４）二次保健医療圏
　医療法に基づき広島県が定めた圏域であり、広島、広島西、呉、広島中央、尾三、福山・府中、
備北の７つに分けられる（巻末参考資料２）。

５）DCN割合、DCO割合、遡り調査
　地域がん登録の手引き改訂第５版では、地域がん登録の精度指標を完全性の指標と診断精度の
指標の２つに分け、完全性の指標としてDCN割合（death certificate notification，死亡票ではじ
めて登録されたがんの割合）とID比（incidence/death ratio, がんの罹患数と死亡数の比。IM比， 
incidence/mortality ratioと同じ）を、診断精度の指標としてHV（histologically verified cases, 組
織診の結果のあるがんの割合）とMV（microscopically verified cases，組織診だけでなく細胞診
も含め顕微鏡的に確かめられたがんの割合）、さらにDCO割合（death certificate only, DCNから
遡り調査に回答のあったものを除いた、死亡票のみで登録されたがんの割合）を挙げている。遡
り調査（死亡小票で初めてがんが確認できた症例について、死亡診断をした医療機関に届出票の
提出を依頼する調査）によっても診断・治療情報が得られなかったがんの割合がDCO割合であり、
DCO割合が低いことによって逆に診断精度が高いことを示す。ちなみに、平成２０（２００８）年３月
に策定された広島県がん対策推進計画では、平成２０（２００８）年度から２４（２０１２）年度の５年間に
DCNを２０％以下とすることをがん登録の個別目標として掲げている。

６）標準化死亡比
　標準DBSに基づいて作成された集計表には示されていないが、広島県のがん死亡数を全国と
比較するために計算した。これは基準集団の年齢階級別死亡率を利用する方法である。つまり観
察集団の年齢階級別死亡率が基準集団の年齢階級別死亡率と等しいと仮定して、基準集団の年齢
階級別死亡率を観察集団の人口構成にあてはめて、起きてくるであろう死亡数を計算する。こ
の、「起きてくるであろう死亡数」を期待死亡数と呼び、各年齢階級の期待死亡数の和と、実際
の死亡数の比をとって標準化死亡比とする。
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（６）登録精度（上皮内がんを除く）

　DCN割合は全部位で１９．４％であった。昨年度は２８．２％であり、登録の完全性の精度が格段に
向上している。部位別にみると、予後不良の部位において高く、肝臓、胆のう、膵臓、多発性骨
髄腫で４０％前後であった。DCO割合は全部位で１０．０％であった。DCN割合から１０％近く減少し
たのは、遡り調査の成果である（図２－１、表８－Ａ参照）。

 
図２－１　部位別DCN割合・DCO割合
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　ID比は全部位で２．４５であった。DCN割合・DCO割合が高い部位でID比は低くなる傾向にあ
り、皮膚がん、甲状腺がんなど予後が良好な部位においてID比が高かった（図２－２、表８－
Ａ参照）。
 

図２－２　部位別ID比
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Ⅲ　平成１７年の結果
１　がん死亡数
（１）部位別（上皮内がんを除く）

　がんが原死因であった死亡について部位別に死亡数をみると、男では肺がんが最も多く、次い
で肝がん、胃がんの順に多かった。女では胃がん、肝がん、肺がんがほぼ同数で、肺がん、胃が
ん、肝がんの順に多かった（図３－１、表９参照）。 

  
図３－１　部位別がん死亡数
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（２）全国との比較（上皮内がんを除く）

　全国を基準とする標準化死亡比は全部位で、男が１．００、女が０．９５であった。死亡数の多い部位
のうち、男女とも肝がんの標準化死亡比が高かった。（図３－２、表Ａ参照） 

図３－２　部位別標準化死亡比（全国を基準）
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２　がん罹患数
（１）部位別がん罹患数（上皮内がんを除く）

　がん罹患数を部位別にみると、男では胃がんが最も多く、次いで肺がん、前立腺がんの順に多
かった。女では乳がんが最も多く、次いで胃がん、結腸がんの順に多かった（図３－３、表１－
Ａ参照）。 

図３－３　部位別がん罹患数
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（２）年齢階級別がん罹患率（上皮内がんを除く）

　全部位について性別年齢階級別にがん罹患率をみると、３５～３９歳、４０～４４歳、４５～４９歳の年齢
階級では男より女の罹患率が高く、それ以上の年齢階級では女より男の罹患率が約２倍高かった
（図３－４、表３－Ａ参照）。

（３）発見経緯

　健康増進法に基づく健康増進事業としてがん検診が実施されている部位を中心に、発見経緯を
みた。判明者中では乳がん、子宮頸がんで、がん検診の割合が高かったが、判明者の割合が低い
ので、結果の解釈には注意が必要である（図３－５・図３－６）。 

図３－４　年齢階級別がん罹患率（人口１０万対）

図３－５　部位別発見経緯判明者の割合（対象はDCOを除く）
＊のある部位は上皮内がんを含む表４－Ｂから
その他の部位は上皮内がんを含まない表４－Ａから作図した。（ ）
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図３－６　部位別発見経緯（DCOを除く判明者中の分布）
―発見経緯判明者の割合が低く、結果の解釈には注意が必要である―
＊のある部位は上皮内がんを含む表４－Ｂから
その他の部位は上皮内がんを含まない表４－Ａから作図した。（ ）



－１３－

（４）臨床進行度

　部位別に臨床進行度をみると全体に不明者の割合が高かったが、限局の割合が肝臓や子宮体部
で高く、膵臓で低かった（図３－７）。 

 

 
図３－７　部位別臨床進行度（対象はDCOを除く）

＊のある部位は上皮内がんを含む表５－Ｂから
その他の部位は上皮内がんを含まない表５－Ａから作図した。

（胃の限局にはｍがんを含む。結腸・直腸の上皮内はｍがんまでを指す。
子宮頚部の上皮内はCIN３を含む。）

―全体として臨床進行度不明者が４０％近くあり、結果の解釈には注意が必要である―

（ ）
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（５）受療割合

　初回治療の方法について、外科的、体腔鏡的、内視鏡的手術を「切除」、化学療法、免疫療法、
内分泌療法を「薬剤」、特異療法なしまたは治療方法不明を「その他・不明」として部位別にみ
ると、乳房で切除の割合が高く、口腔・咽頭、食道（上皮内がんを含む）で放射線療法の割合が
高かった（図３－８）。 

図３－８　部位別受療割合
＊のある部位は上皮内がんを含む表６－Ｂから
その他の部位は上皮内がんを含まない表６－Ａから作図した。

―治療方法不明の割合が高く、結果の解釈には注意が必要である－
（ ）
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Ⅳ　お わ り に
　私たちの地域がん登録はその完全性と診断精度を高める努力が積み上げられ、広島県が定めた
がん対策基本計画の目標を越えるところまで達することができました。届出票をご提出いただき
ました医師をはじめ、この事業に携わった多くの人々の熱意と善意に基づいたご協力の賜物であ
ることに敬意と感謝を申し上げたいと思います。そして一方では、予定よりも早く目標に達する
ことができた大きな理由として、この地域がん登録が「広島県腫瘍登録という病理登録」に支え
られた臨床登録であるという点にも言及しておきたいと思います。国立がんセンターが指導する
地域がん登録の進む方向性にも、このシステムの長所を取り入れようとするモデル事業が行なわ
れている状況と聞いています。私たちのこの登録システムの有用性を確実に提示していくこと
は、その意味でも重要です。
　今年度の報告書は２００５年分として収集した資料の解析結果です。２００５年分の広島県地域がん登
録収集件数は２０，２２７件（当時は入院毎に登録をお願いしていた関係で、登録には重複があります）
で、同年の広島県腫瘍登録１４，５８９件を加えて解析が行なわれました。こうした解析が可能になり
ましたのも、広島県地域がん登録と広島県腫瘍登録が２００５年４月に一体化した結果です。
　一方、２００５年にがんの診断がなされた総数は、遡り調査開始前の２００８年６月時点の集約で
１４，００４件でしたが、そのうち２００５年に作成された死亡票でのみがんが判明した症例は４，７７７件で
した。そこで広島県内在住の症例に限って、より詳細ながん情報を送ってもらう目的で、遡り調
査票が３０件以上となる医療機関に遡り調査を依頼いたしました。放射線影響研究所で個人情報が
漏れないように封をした対象病院宛の遡り調査票（個人情報と人口動態調査票に記載されたがん
の名称が印字されたもの）が作成され、これを広島県医師会が各病院へ説明書とともに送付いた
しました。送付された遡り調査票は２，２５２件でした。その後、当該医療機関で記載されました調
査票は、再度広島県医師会に送り返され、放射線影響研究所で入力作業が行なわれたのです。送
付いたしました調査票には実際とは異なるがんの名称やがんではなかったものも含まれていまし
たが、このような調査票については受領した医療機関において適切に個人情報への対応が行われ
ました。遡り調査票の返還は２００９年２月時点で１００％になりました。返還された結果は本報告書
に利用され、２００５年登録分のDCOが１０．０％となった次第です。なおこの遡り調査に関しまして
は、第１７回地域がん登録全国協議会総会研究会（２００８年９月長崎市）において発表し、最優秀ポ
スター賞を受賞いたしました。
　今年度の報告書を手にした今、私たちはご協力いただきました医療機関にあらためてお礼を申
し上げたいと思います。そしてその上で、がん登録を推進し日本一のがん登録を作り上げるとい
う大きな目標に向かって前向きに協力しあっております広島県、放射線影響研究所の諸兄に感謝
を申し上げ、このゆるぎない関係ががん医療の発展につながることを切に願いたいと思います。
　広く市民・県民・国民の健康保持のために利用できる精度の高いがん登録を実現するために、
引き続き医療者、医療機関のご協力をお願いいたします。本報告書の内容につきまして広くご意
見を賜れば幸いです。

広島県医師会常任理事　
　　　有田　健一　　　
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